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令和３年度 事業計画 

 

【基本方針】 

新型コロナウイルス感染症の拡大は、人と人との社会的距離の保持（ソーシャルデ

ィスタンス）や接触する機会などを減らすことが求められ、社会活動や経済活動の制

限をはじめ、日常的な人々のふれあいまでも遠ざけることとなりました。 

この間、生活困難者や社会的孤立者の増加、閉じこもりによる高齢者等の虚弱化が

浮き彫りになるなど深刻な影響を及ぼした一方、これらの支援のために誰かとつなが

り、支え合うことの重要性を改めて認識することとなりました。 

社会福祉協議会は地域福祉事業により、誰もがいきいきと安心して暮らせる町づく

りを目指し、住民の福祉課題に対応するための“つながりづくり”を進めてきました。 

新型コロナウイルス感染症の影響下であっても、必要とされる感染予防を図り、住

民やボランティアによる地域福祉活動の充実、心身ともに充実した健康長寿を目指す

介護予防事業、福祉サービスの利用支援や相談援助を行う権利擁護事業などを住民や

ボランティア、関係団体等と連携して推進してまいります。 

 

【重点目標】 

１ 地域福祉活動の充実 

 (1) 地域福祉関係者と協力し、地域福祉活動の推進と人材の育成に努める。 

２ 介護予防事業の充実 

 (1) 健康で充実した暮らしが継続できるよう、介護予防事業を推進する。 

３ 権利擁護事業の充実 

 (1) 利用者の同意に基づき、必要とする支援等を関係機関と連携して実施する。 

 

【実施計画】 

１ 管理体制と組織の強化 

 (1) 評議員会の設置と開催 

法人運営の基本ルール・体制を決定し、法人運営を監督する機関として評議員会を

設置し下記のとおり開催する。 

  ① 定時評議員会開催予定 

時 期 主な議題 

令和３年６月中旬 令和２年度事業報告・収支決算、理事の選任 他 

 

  ② 評議員会開催予定 

時 期 主な議題 

令和３年９月上旬 社協会費・福祉大会及びふれあい広場 他 

令和４年３月下旬 令和４年度事業計画・予算 他 

  



 (2) 理事会の設置と開催 

法人全ての業務執行を決定し、職務執行等を監督する機関として理事会を設置し下

記のとおり開催する。 

  ① 理事会開催予定 

時 期 主な議題 

令和３年５月下旬 令和２度事業報告・収支決算 等 

令和３年６月中旬 正副会長の選任 他 

９月上旬 社協会費・福祉大会及びふれあい広場 他 

令和４年３月中旬 令和４年度事業計画・予算 他 

審議事項により随時  

 

 (3) 監査の実施 

  ① 法人監事による監査の開催予定 

時 期 主な議題 

令和３年５月中旬 令和２年度法人運営・経理監査 

11月上旬 中期監査 

 

 (4) 評議員選定委員会の開催予定 

時 期 主な議題 

理事会の候補者推薦により随時 評議員候補者の審査、選任 

 

 (5) 役員研修 

時 期 研修内容 対象者 

令和３年４月中旬 市町社協監事監査研修 町社協監事 

11月中旬 郡社協役員研修 正副会長 

令和４年２月中旬 市町社協トップセミナー 正副会長 

※その他、必要と思われる研修 

 

２ 職員の資質向上・人材確保 

福祉サービスに対する需要の増大・多様化が見込まれ、利用者本位の質の高い福祉

サービスの提供が求められることから、職員の専門性、資質向上を図るとともに、人

材の確保を推進する。 

 

３ 財源基盤の確保 

地域福祉事業の貴重な財源であることを住民に周知し、会員確保に努めるとともに、

会費の依頼方法、金額等の検討を行う。 

時 期 区 分 金 額 

令和３年 10月～ 
普通会費（世 帯） １世帯  500円 

賛助会費（企業・個人） １ 口 1,000円 



４ 広報・啓発活動の推進 

 (1) 広報誌の発行 

社協だより「はい！社協です」を発行し、事業の周知や報告をする。 

 

 (2) ホームページの運用 

ホームページを活用し、事業の周知や決算状況の掲載をする。 

 

 (3) 第 17回西伊豆町社会福祉大会・ふれあい広場 

 福祉事業の周知や交流を目的とし、住民、団体、組織が協働して開催する。 

  ① 社会福祉大会 

期 日 開催内容 

令和３年 10月 24日（日） 福祉講演、福祉功労者への表彰 

 

  ② ふれあい広場 

期 日 開催内容 

令和３年 11月 23日（火） 福祉イベント、福祉団体連携事業、交流事業 

 

５ 権利擁護・福祉相談事業 

 (1) 日常生活自立支援事業（静岡県社会福祉協議会・委託事業） 

高齢者、障がい者等判断能力が低下している方に、福祉サービスの利用援助や日常

的金銭管理などの支援を行う。 

 

 (2) 成年後見事業（法人後見）の実施（西伊豆町・委託事業） 

高齢者や障がい者など判断能力が十分ではない方が、地域で安心して暮らせるよう 

成年後見制度の利用促進を図り、法人後見業務の実施、申立ての事務等を支援する。 

 

 (3) 南伊豆地域生活支援センターふれあい巡回相談（こころの健康相談） 

実施予定 実施場所 

年 11回 賀茂健康センター２階相談室 

 

 (4) 善意銀行（町社協・緊急小口貸付） 

緊急、一時的に生計の維持が困難となった場合、生活費の一部を貸付ける。 

 

 (5) 生活福祉資金貸付制度（静岡県社会福祉協議会・委託事業） 

障がい者・低所得世帯等の相談受付、申請手続きの支援等を行う。 

資金の種類 貸付用途 

総合支援資金 生活再建までの費用、住宅賃貸契約費用 

福祉資金 日常生活を送るために一時的に必要とされる費用 

緊急小口資金 緊急、一時的に生計の維持が困難となった場合の費用 

教育支援資金 就学、入学に際し必要な費用 



 (6) 生活困窮者自立支援事業（静岡県・委託事業） 

  ① 自立相談支援事業（西伊豆町、松崎町、南伊豆町を担当） 

西伊豆町社会福祉協議会に相談員を設置、生活困窮者の相談に広く対応し、生

活や就労等に関する問題の解決を図るための支援を行う。 

 

  ② 家計相談支援事業（静岡県・委託事業） 

生活困窮者が自分の家計を理解し、管理するという意識を高め、課題の把握・

整理するための支援を行う。 

 

  ③ 学習支援事業（静岡県・委託事業） 

子どもの学習支援や居場所づくり、子どもと保護者の双方に必要な支援を行う。 

 

 (7) 無料法律相談「よりそい法律相談会」 

法テラス下田法律事務所等による民事法律扶助業務として、弁護士による無料法律

相談会を行う。 

実施予定 実施場所 

５月・８月・11月・２月の第４金曜日 賀茂健康センター２階相談室 

 

６ 地域福祉活動推進事業 

 (1) ボランティア人材の育成と活動推進 

 ボランティア人材の育成と活動の支援を行い、ボランティア活動保険料の一部を助

成する。 

 

 (2) 西伊豆町災害ボランティアコーディネーター連絡会との連携 

 災害ボランティア本部運営の経験を活かし、実効性のある訓練から災害ボランティ

アコーディネーターのスキル向上を目指し、活動内容を住民に周知する。 

 

 (3) 防災地域づくりの推進 

  ① 災害対応アドバイザーの設置 

平時における防災、減災体制を推進するためのアドバイザーを設置する。 

 

  ② 災害対応研修会の開催 

 地域防災の人材の育成、防災に関する知識や技術を習得するための研修を行う。 

 

  ③ 被災地支援活動の対応 

 被災地の災害ボランティアセンターの運営を支援するため、必要とする研修等を受

講し被災地への職員派遣を行う。 

 

 

 



 (4) 生活支援体制整備事業（西伊豆町・委託事業） 

地域住民や多様な事業主体と連携しながら、日常生活上の支援体制の充実・強化及

び高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていくことを目的とする事業であり、本会

が西伊豆町から本事業を受託し、関係機関との連携機能を担う協議体の運営や生活支

援コーディネーターの配置を行う。 

  ① 協議体「ささえ 愛 西伊豆」の運営 

地域の高齢者等の福祉課題を把握し、課題解決に向けた方策、新たな支援活動の

創出などを関係者と連携して検討する「協議体」を運営する。 

実施予定 協議体委員 協議内容 

年６回 

社協会長、区長会長、民協会長

地域活動者、行政職員 

包括職員、社協職員 

・生活支援コーディネーター業務 

の組織的な支援 

・目指す地域の姿や方針の共有 

・関係者間のネットワークの構築 

・福祉課題の把握、支援活動の創出 

 

  ② 移動外出ボランティア活動支援事業 

移動支援事業に携わる支援者のための情報交換及び資質向上を図る 

時期 会 場 参加人数 

令和３年６月以降 調整中 20人程度 

 

  ③ 運転ボランティア養成講座の開催 

「国土交通大臣認定・福祉有償運送運転者講習」を開催し、運転ボランティアを養

成する。講習受講者を中心として、モデル地区における移動支援の実証実験を行う。 

時期 会 場 参加人数 

調整中 調整中 20人程度 

 

  ④ 移動外出支援事業・実証実験 

「国土交通大臣認定・福祉有償運送運転者講習」の講習受講者や店内サポートを行

うボランティアにより、モデル地区におけて移動支援の実証実験を行う。 

時期 場 所 参加人数 

令和３年４月以降 調整中 調整中 

 

  ⑤ 生活支援ボランティア養成講座の開催 

日常生活で支援を必要とする高齢者等について、住民の助け合いによる活動を創出

するための講座を開催する。 

時期 会 場 参加人数 

令和３年９月以降 調整中 調整中 

 

  



  ⑥ たすけあい活動地区座談会 

 地域ごとの助け合い活動や福祉ニーズの把握、住民主体の新たな支援創出につなが

る意識啓発のため、地区座談会を開催する。 

時 期 内 容 

令和３年５月以降 各地区の住民互助活動や福祉ニーズを把握する。 

 

 (5) つながりプロジェクトの実施 

コロナ禍の影響を受けた“人のつながり”を維持するための事業を実施する。 

 

 (6) 福祉団体等の活動支援 

福祉活動を行う住民の組織化の支援、福祉団体等の主体的な活動を促進するための

運営及び事務等の支援を行う。 

 

７ 児童福祉推進事業 

 (1) 夏休み中学生ボランティア体験活動 

中学生が夏休み期間中にボランティア体験活動ができるよう、教育委員会と連携し

活動先の紹介や募集を行う。 

 

 (2) 福祉教育の推進 

 学校の要請により職員の派遣を行い、福祉教育の推進に努める。 

 

 (3) 小・中学生交流事業「寺子屋」 

 夏休み期間中、中学生が小学生に勉強を教え、レクリエーションを行うことによっ

て、世代間の交流を行い顔見知りの関係をつくる。 

時期・回数 会 場 参加人数 

令和３年７月～８月 住民防災センター 延べ 100人 

 

 (4) 子育て支援事業 

 子育て世代の交流や、地域で子育てを応援する事業を実施する。 

時 期 内 容 場 所 

令和３年９月以降 親子ふれあい遊び 調整中 

調整中 シングルペアレント応援事業 調整中 

令和４年２月初旬 節分豆まき 町内幼稚園等 

 

 (5) 子どもの日等の支援事業（西伊豆町・委託事業） 

 各地区で実施される子供の日・七五三祝い事業の賄い費を交付する。 

時 期 事業名 内 容 

令和３年５月上旬 子供の日祝い事業 1人当たり 1,500円の賄い費を交付 

11月上旬 七五三祝い事業 1人当たり 1,500円の賄い費を交付 

  



８ 高齢者福祉推進事業 

 (1) 高齢者生きがい活動事業（西伊豆町・委託事業） 

高齢者の健康増進や生きがいづくり、交流を目的として開催する。 

時 期 種 別 

令和３年６月以降 輪投げ大会 

10月以降 高齢者スポーツ大会 

 

９ 介護予防・在宅福祉推進事業 

 (1) 福祉車両、車椅子等の貸出事業 

緊急、一時的に車椅子搭載車両や車椅子等が必要になった場合の貸出しを行う。 

 

 (2) 生きがいデイサービス事業（西伊豆町・委託事業） 

 高齢者の生きがいづくりと介護予防を目的に実施する。 

回 数 予定利用人員 

年２００回 延べ２,６００人 

 

 (3) シルバーリハビリ体操３級指導士育成事業（西伊豆町・委託事業） 

 「シルバーリハビリ体操指導士」を養成し、高齢者の生活能力の維持、向上を図る。 

  ① シルバーリハビリ体操３級指導士養成講座 

時 期 内 容 

令和３年９月以降 学科、実技など６日間のカリキュラムを修了 

 

  ② 西伊豆町シルバーリハビリ体操指導士会の活動支援 

 

 (4) 通所型介護予防事業「頭の健康倶楽部」（西伊豆町・委託事業） 

 トレーニング教材等を利用し、頭の健康維持や認知症の予防を図る。 

回 数 予定利用人員 

第１クール（12回） 延べ１２０人 

 

 (5) 地区サロンの開催協力「ウェルシアサロン」 

ウェルシア西伊豆仁科店のホールで、近隣の方々が集うサロンの開催に協力する。 

時 期 内 容 

毎月第３水曜日 ケアマネジャーによる健康体操など 

 

10 共同募金運動の推進 

 (1) 赤い羽根共同募金及び歳末助け合い募金の実施 

共同募金運動を推進し、募金活動等を検討する委員会を設置、運営する。 

期 間 区 分 金 額 

令和３年 10月～12月 
一般募金 １世帯  500円 

特別募金（個人・事業所） １ 口 1,000円 



 (2) 共同募金助成事業 

静岡県共同募金会からの助成金を受け、地域福祉事業や団体活動へ助成するほか、

歳末たすけあい募金により低所得世帯、障害者世帯、施設入所者等へ助成する。 

赤い羽根共同募金・助成事業 事業内容 

ふれあい広場 前記のとおり 

小・中学生交流事業「寺子屋」    〃 

シングルペアレント応援事業    〃 

子育て支援事業    〃 

つながりプロジェクト    〃 

各種団体活動 地区サロン、老人クラブなど福祉団体 

 

歳末たすけあい募金・助成対象 助成内容 

生活保護に準ずる世帯 

民生・児童委員の調査 

課税状況調査等により選定し、助成する。 

寝たきり、独居高齢者世帯 

障がい者のいる世帯 

寡婦・母子・父子世帯 

施設入所・精神・長期療養患者 施設入所者、入院患者へ助成する。 

 

11 介護保険事業 

 (1) 訪問介護事業（ホームヘルプサービス） 

利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ホームヘル

パーが利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護（身体介護）や、掃除・

洗濯・買い物・調理などの生活の支援（生活援助）を行う。通院などを目的とした乗

車・移送・降車の介助サービスを提供する。 

 (2) 居宅介護支援事業（ケアマネジメント） 

介護利用者が適切に介護サービスを利用できるようにするため、利用者の依頼のも

と、介護支援専門員（ケアマネジャー）が居宅介護サービスの計画を立てる。その計

画に従い、サービスが提供されるようにサービス提供事業者との調整を行う。 

 

12 障害福祉サービス事業 

 (1) 居宅介護事業（ホームヘルプサービス） 

障がいのある方の自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃

除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行う。 

 

13 職員派遣事業 

 (1) 地域包括支援センターへの職員派遣（新規事業） 

西伊豆町と地域包括支援センターへの職員出向契約を締結し、職員２名（主任介護

支援専門員、社会福祉士）を派遣し、地域包括支援センターの業務を行う。 

 

14 その他、必要と思われる事業の実施 


